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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着者の腹側に位置する腹側部と、装着者の背側に位置する背側部と、前記腹側部と前
記背側部の間であって装着者の股下に位置する股下部とから構成され、前記股下部の幅方
向両側方には装着者の脚周り開口部が形成され、この脚周り開口部に沿う二箇所の脚周り
部を有する外装シートと、この外装シートの内面側に取り付けられた、透液性表面シート
と防漏シートとの間に吸収体が介在された吸収性本体とからなり、おむつ股下部で折り畳
まれ、前記外装シートの腹側部と背側部とが両側部において接合されることにより、ウエ
スト開口部及び左右一対のレッグ開口部が形成されたトランクス型おむつにおいて、
　前記外装シートは、ウエスト開口部を形成する腰周り部分に複数本の腰周り弾性部材を
備え、前記股下部及び脚周り部において、前記腹側部側の一方の脚周り部から、前記腹側
部側の他方の脚周り部に亘って、前記股下部において前記背側部側に凸となるように互い
に交差することなくほぼ平行に曲線状に湾曲してなるとともに、前記脚周り開口部とおむ
つ側縁との交点からウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲に亘り配設された複数
の前側弾性部材群を備えるとともに、前記背側部側の一方の脚周り部から、前記背側部側
の他方の脚周り部に亘って、前記股下部において前記腹側部側に凸となるように互いに交
差することなくほぼ平行に曲線状に湾曲してなるとともに、前記脚周り開口部とおむつ側
縁との交点からウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲に亘り配設された複数の後
側弾性部材群とを備え、
　前記前側弾性部材群及び後側弾性部材群は、夫々、前記脚周り開口部に隣接する脚周り
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下側弾性部材群と、前記脚周り下側弾性部材群の上側に位置する脚周り上側弾性部材群と
から構成され、前記脚周り下側弾性部材群の配置間隔が前記脚周り上側弾性部材群の配置
間隔よりも狭く設定され、前記前側弾性部材群と前記後側弾性部材群とは、それらの一部
が、凸型形状の曲線の頂点の近傍であって前記股下部の幅方向中央部で交差するように設
けられ、かつ腹側部の前記吸収性本体と重なる位置に、背側部側に凸となるように曲線状
に湾曲してなる腹側弾性部材が配設されるとともに、該腹側弾性部材の内の数本はおむつ
の両側部において前記ウエスト開口部を形成する腰周り部分に接続され、
　前記吸収性本体は防漏シートの内面側であって大腿部内側に対応する股間部位に、吸収
性本体のほぼ長手方向に沿って大腿部内側の付け根位置に左右対で配置された少なくとも
２条の股間部弾性部材を備えていることを特徴とするトランクス型おむつ。
【請求項２】
　前記股間部弾性部材は、股間部で離間幅を最小とし、腹側及び背側に行くに従って漸次
離間幅を増大させるように内側に向けた凸曲線状に配置された２条の弾性部材を含む請求
項１記載のトランクス型おむつ。
【請求項３】
　前記股間部弾性部材は、股間中央部に配設された弾性部材を含む請求項１，２いずれか
に記載のトランクス型おむつ。
【請求項４】
　前記脚周り下側弾性部材群の配置間隔は１～１２mmであり、前記脚周り上側弾性部材群
の配置間隔が３～２５mmである請求項１～３いずれかに記載のトランクス型おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トランクス型おむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、装着者の脚周りを覆う脚周り部と、装着者の腰周りを覆う腰周り部とを備えるパ
ンツタイプのおむつとして、例えば、トランクス型の紙おむつが知られている（例えば、
下記特許文献１参照）。当該トランクス型の紙おむつは、前身頃、後身頃及びクロッチ部
が方形の展開形状を有し、クロッチ部の中心を折返線として折り返して前身頃と後身頃の
両側縁を互いに接合し、折返線に沿ってレッグホールを形成し、ウエスト部とレッグホー
ルに前記折返線と平行に弾性体を配置した紙おむつであり、装着者の脚周りに位置する脚
周り部に設けられた弾性部材によって、装着者の脚周りに紙おむつを固定することにより
尿などの体液の漏れを防止するようになっている。
【特許文献１】特開２０００－９３４６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、人間の脚は、寛骨と大腿骨によって構成される股関節を軸にして前後、左右
、上下等に動かされる。即ち、正面視略逆三角形状からなる股関節の二斜辺を軸に動かさ
れるものである。
【０００４】
　しかしながら、上述のトランクス型の紙おむつの場合、当該紙おむつの脚周り部には、
脚周り開口部と略平行に弾性部材が設けられているため、装着者が脚を動かす際に軸とな
る方向と、弾性部材が配されている方向とが一致せず、これにより、装着者の脚周りにお
いて紙おむつの脚周り部が上方にずり上がり、装着感を低下させてしまうという問題があ
った。また、脚周り部が上がってしまうと紙おむつが装着者に適切にフィットしないこと
となり、脚周りに形成された隙間から尿などの体液が漏れてしまうという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、漏れを防止するとともに、快適な装着感のトランクス型おむ
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つを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、装着者の腹側に位置する腹側
部と、装着者の背側に位置する背側部と、前記腹側部と前記背側部の間であって装着者の
股下に位置する股下部とから構成され、前記股下部の幅方向両側方には装着者の脚周り開
口部が形成され、この脚周り開口部に沿う二箇所の脚周り部を有する外装シートと、この
外装シートの内面側に取り付けられた、透液性表面シートと防漏シートとの間に吸収体が
介在された吸収性本体とからなり、おむつ股下部で折り畳まれ、前記外装シートの腹側部
と背側部とが両側部において接合されることにより、ウエスト開口部及び左右一対のレッ
グ開口部が形成されたトランクス型おむつにおいて、
　前記外装シートは、ウエスト開口部を形成する腰周り部分に複数本の腰周り弾性部材を
備え、前記股下部及び脚周り部において、前記腹側部側の一方の脚周り部から、前記腹側
部側の他方の脚周り部に亘って、前記股下部において前記背側部側に凸となるように互い
に交差することなくほぼ平行に曲線状に湾曲してなるとともに、前記脚周り開口部とおむ
つ側縁との交点からウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲に亘り配設された複数
の前側弾性部材群を備えるとともに、前記背側部側の一方の脚周り部から、前記背側部側
の他方の脚周り部に亘って、前記股下部において前記腹側部側に凸となるように互いに交
差することなくほぼ平行に曲線状に湾曲してなるとともに、前記脚周り開口部とおむつ側
縁との交点からウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲に亘り配設された複数の後
側弾性部材群とを備え、
　前記前側弾性部材群及び後側弾性部材群は、夫々、前記脚周り開口部に隣接する脚周り
下側弾性部材群と、前記脚周り下側弾性部材群の上側に位置する脚周り上側弾性部材群と
から構成され、前記脚周り下側弾性部材群の配置間隔が前記脚周り上側弾性部材群の配置
間隔よりも狭く設定され、前記前側弾性部材群と前記後側弾性部材群とは、それらの一部
が、凸型形状の曲線の頂点の近傍であって前記股下部の幅方向中央部で交差するように設
けられ、かつ腹側部の前記吸収性本体と重なる位置に、背側部側に凸となるように曲線状
に湾曲してなる腹側弾性部材を配設するとともに、該腹側弾性部材の内の数本はおむつの
両側部において前記ウエスト開口部を形成する腰周り部分に接続され、
　前記吸収性本体は防漏シートの内面側であって大腿部内側に対応する股間部位に、吸収
性本体のほぼ長手方向に沿って大腿部内側の付け根位置に左右対で配置された少なくとも
２条の股間部弾性部材を備えていることを特徴とするトランクス型おむつが提供される。
　なお、ここで「幅方向」とは、腹側部から股下部を挟んで背側部に亘る方向に略直交す
る方向である。
【０００７】
　上記請求項１に記載の発明によれば、トランクス型おむつが、装着者の脚周りにおいて
曲線状に湾曲した弾性部材で固定されることにより、当該トランクス型おむつが、装着者
の縦及び横方向の脚の動きに容易に追従することとなって、装着者に好適にフィットし、
漏れを好適に防止するとともに、快適な装着感をもたらすことができる。すなわち、弾性
部材を股下側に向けて凸状の曲線で配置し、股間部前後の身体の曲率の大きい部分（前側
は恥骨部付近、後側は座骨部付近）に、身体に沿う曲線で連続して弾性部材を配置するこ
とにより、身体との隙間ができることを防止し漏れを低減する。また、弾性部材を漏れが
生じやすい部分に連続して配置することで、吸収体を滑らかにフィットさせ、かつ動きに
追従して隙間を作らないようにすることができる。
【０００８】
　また、吸収性本体は防漏シートの内面側であって大腿部内側に対応する股間部位に、吸
収性本体のほぼ長手方向に沿って少なくとも２条の股間部弾性部材を備えているため、こ
の股間部弾性部材が股間部で吸収体を身体にフィットさせ股間部でのだぶつきを防止する
とともに、股間部弾性部材よりも外側部分（吸収体及び／又は側部フラップ部分）を大腿
部内側に沿わせるように密着させるため、股間部での漏れを防止することができる。なお
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、前記２条の股間部弾性部材は、大腿部内側の付け根位置に左右対で配置するのが望まし
い。
【０００９】
　前記請求項１記載の発明においては、前記前側弾性部材群は、前記脚周り開口部とおむ
つ側縁との交点からウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲に亘り配設され、前記
後側弾性部材群は、前記脚周り開口部とおむつ側縁との交点からウエスト開口側に少なく
とも２０mm以上の範囲に亘り配設されている。
　前側弾性部材群は、前記脚周り開口部とおむつ側縁との交点からウエスト開口側に少な
くとも２０mm以上の範囲ＦＬに亘り配設することにより、鼠蹊部よりも下側のフィット性
を高めることができ、前記後側弾性部材群は、前記脚周り開口部とおむつ側縁との交点か
らウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲ＢＬに亘り配設することにより大腿骨大
転子部より下側の太もものフィット性を高めることが可能となり、安心感のあるトランク
スタイプとすることができる。
【００１０】
　また、特に、脚周り上側弾性部材群として設けられた前側弾性部材及び後側弾性部材の
伸縮力によって、装着者の鼠蹊部においてトランクス型おむつを適度にフィットさせると
同時に、大腿部においては脚周り下側弾性部材群によりさらに強い力で下側脚周り部を密
着させることができることとなって、脚周りからの漏れをさらに確実に防止することがで
きるのみならず、大腿部においてトランクス型おむつがずり上がることがなくなり、より
快適な装着感をもたらすことができる。
【００１１】
　加えて、特に装着者の股下部で前側弾性部材と後側弾性部材との一部が交差することに
よって、背側部から腹側部方向に前側弾性部材による力が加わり、さらに、腹側部から背
側部方向に後側弾性部材による力が加わって、前後方向から略対向する方向に力が加わる
こととなる。これにより、トランクス型おむつの股下部でのフィット感を更に向上させる
ことができる。
【００１２】
　また、前記外装シートには、腹側部の前記吸収性本体と重なる位置に、背側部側に凸と
なるように曲線状に湾曲してなる腹側弾性部材が配設されるとともに、該腹側弾性部材の
内の何本かはおむつの両側部において前記ウエスト開口部を形成する腰周り部分に接続さ
れている。
【００１３】
　特に、トランクス型おむつの腹側部に前記腹側弾性部材が配されているので、トランク
ス型おむつの腹側部が装着者の腹部により密着することとなって、フィット感を向上させ
ることができるのみならず、尿などの体液の漏れをより確実に防止することができる。
【００１４】
　請求項２に係る本発明として、前記股間部弾性部材は、股間部で離間幅を最小とし、腹
側及び背側に行くに従って漸次離間幅を増大させるように内側に向けた凸曲線状に配置さ
れた２条の弾性部材を含む請求項１記載のトランクス型おむつが提供される。股下部から
前後部に行くに従って身体は立体曲面を成すため、吸収性本体をより身体にフィットさせ
るには、左右一対の股間部弾性部材を内側に向けて凸曲線状に配置するのが望ましい。
【００１５】
　請求項３に係る本発明として、前記股間部弾性部材は、股間中央部に配設された弾性部
材を含む請求項１，２いずれかに記載のトランクス型おむつが提供される。股間部弾性部
材として、股間中央部に配設された弾性部材を含むようにするのが望ましく、これにより
吸収性本体中央部を身体にフィットさせることができる。
【００１６】
　請求項４に係る本発明として、前記脚周り下側弾性部材群の配置間隔は１～１２mmであ
り、前記脚周り上側弾性部材群の配置間隔が３～２５mmである請求項１～３いずれかに記
載のトランクス型おむつが提供される。
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【発明の効果】
【００１７】
　以上詳説のとおり本発明によれば、漏れを防止するとともに、快適な装着感のトランク
ス型おむつを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本発明を適用したトランクス型おむつ１（以下、「おむつ」という）について、
図１～図４を用いて説明する。ここで、図１は本発明を適用したおむつ１の組立て要領を
示す斜視図、図２は外装シート２０の展開図、図３はおむつ１の製品状態斜視図、図４は
吸収性本体１０の平面図、図５は吸収本体１０の横断面図である。
【００１９】
　図１に示すように、おむつ１は、透液性表面シート１１と防漏シート１２との間に吸収
体１３が介在された吸収性本体１０と、この吸収性本体の外面側に一体的に設けられた外
装シート２０とからなり、おむつ股下部で折り畳まれ、前記外装シートの腹側部と背側部
とが両側部において接合されることにより、ウエスト開口部及び左右一対のレッグ開口部
が形成されたトランクスタイプ（若しくはボクサータイプ）のおむつである。
【００２０】
〔吸収性本体１０の構造〕
　前記吸収性本体１０は、詳細には図４及び図５に示されるように、不織布などからなる
透液性表面シート１１と、ポリエチレン等からなる防漏シート１２との間に、綿状パルプ
などの吸収体１３を介在させた構造とされ、体液を吸収保持するものである。外装シート
２０に対しては、図１に示されるように、当該外装シート２０の腹側部２０Ａから両脚の
間の股下部２０Ｃを通り背側部２０Ｂに亘る位置に装着されている。
【００２１】
　前記吸収体１３は、例えば、綿やパルプ等の吸収性素材と高吸収性ポリマーとが組み合
わされたものが好適に使用され、図示例では平面形状を砂時計状として成形されたものが
好適に使用される。その幅寸法は股間部への当たりによって着用者にゴワ付き感を与えな
い寸法幅となっている。この吸収体１３は、形状保持と透液性表面シート１１を透過した
体液の拡散性向上のためにクレープ紙１４によって囲繞されているのが望ましい。なお、
前記吸収体１３としては、嵩を小さくできるエアレイド吸収体を用いるのが望ましく、ま
た、吸収体１３は単層構造であっても良いし、複数層に分かれた構造でも構わない。
【００２２】
　前記吸収体１３の表面側（肌当接面側）を覆う透液性表面シート１１としては、有孔ま
たは無孔の不織布や多孔性プラスチックシートなどが好適に用いられる。不織布を構成す
る素材繊維は、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、
ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とす
ることができ、スパンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法
、ニードルパンチ法等の適宜の加工法によって得られた不織布を用いることができる。こ
れらの加工法の内、スパンレース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボン
ド法は嵩高でソフトである点で優れている。透液性表面シート１１に多数の透孔を形成し
た場合には、尿などが速やかに吸収されるようになり、ドライタッチ性に優れたものとな
る。
【００２３】
　前記吸収体１３の裏面側（非肌当接面側）を覆う防漏シート１２は、ポリエチレンまた
はポリプロピレンなどの不透液性プラスチックシートが用いられるが、近年はムレ防止の
点から透湿性を有するものが好適に用いられる。この遮水・透湿性シートは、たとえばポ
リエチレンやポリプロピレン等のオレフィン樹脂中に無機充填材を溶融混練してシートを
形成した後、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートであり、
仮にシート厚が同じであれば無孔シートよりも剛性が低下するため、柔軟性の点で勝るも
のとなる。かかる防漏シート１２としては、排便や尿などの褐色が出ないように不透明の
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ものを用いるのが望ましい。不透明化としては、プラスチック中に、炭酸カルシウム、酸
化チタン、酸化亜鉛、ホワイトカーボン、クレイ、タルク、硫酸バリウムなどの顔料や充
填材を内添してフィルム化したものが好適に使用される。
【００２４】
　表面側両側部には立体ギャザーＢＳを形成するとともに、サイドフラップＳＦを形成す
るためのサイド不織布１５が設けられている。前記サイド不織布１５を構成する素材繊維
としては、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、アミ
ド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることが
でき、スパンボンド法、エアスルー法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜の
加工方法に得られた不織布を用いることができる。サイド不織布１５としては、重要視す
る機能の点から撥水処理不織布または親水処理不織布を使用することができる。たとえば
、体液の浸透するのを防止する、あるいは肌触り感を高めるなどの機能を重視するならば
、シリコン系、パラフィン系、アルキルクロミッククロリド系撥水剤などをコーティング
した撥水処理不織布を用いることが望ましい。また、体液等の吸収性を重視するならば、
合成繊維の製造過程で親水基を持つ化合物、例えばポリエチレングリコールの酸化生成物
などを共存させて重合させる方法や、塩化第２スズのような金属塩で処理し、表面を部分
溶解し多孔性とし金属の水酸化物を沈着させる方法等により合成繊維を膨潤または多孔性
とし、毛細管現象を応用して親水性を与えた親水処理不織布を用いるようにすることが望
ましい。
【００２５】
　前記透液性トップシート１１は、吸収体１３側縁よりも若干外方に突出し、前記防漏シ
ート１２と接合されている。前記サイド不織布１５は、前記吸収体１３の側縁部近傍より
も外側部分が外縁まで延び、前記防漏シート１２と接合され、この積層シート部分によっ
てサイドフラップＳＦを構成している。
【００２６】
　他方、前記サイド不織布１５の前記固着部よりも内方側の不織布シート部分によって表
面側に起立する立体ギャザーＢＳが形成されている。この立体ギャザーＢＳは、吸収体１
３の側縁近傍位置に起立端を有し、その先端が紙おむつ長手方向に沿って二重に折り返さ
れ、この折り返し部の内方に１本の弾性伸縮部材１６を、または必要により複数本の弾性
伸縮部材を配設することにより、その伸縮力を利用して立体ギャザーＢＳを起立させるよ
うになっている。
【００２７】
　前記吸収性本体１０においては、防漏シート１２の内面側であって大腿部内側に対応す
る股間部位に、吸収性本体１０のほぼ長手方向に沿って少なくとも２条の股間部弾性部材
、図示例では中央部を含み３条の股間部弾性部材１７，１７…を備えている。各股間部弾
性部材１７は、１本の弾性部材で構成することも可能であるが、複数本の弾性部材を束ね
て１条の弾性部材とすることでもよいし、或いは糸状弾性部材の他、細幅のテープ状弾性
部材を用いるようにしてもよい。
【００２８】
　前記股間部弾性部材１７は、配設幅Ｂは股間幅に合わせて５０～１４０mm、好ましくは
７０～１００mmとし、かつ長さは少なくとも１００mm以上とするのが望ましい。前記股間
部弾性部材１７は、図６(A)に示されるように、吸収性本体１０の全長に亘り配設するよ
うにしても良いし、図６(B)に示されるように、股間部で離間幅を最小とし、腹側及び背
側に行くに従って漸次離間幅を増大させるように内側に向けた凸曲線状に配置された２条
の弾性部材１７，１７を含むようにしてもよい。
【００２９】
　前記弾性伸縮部材１６、１７としては、通常使用されるスチレン系ゴム、オレフィン系
ゴム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、
スチレンブタジエン、シリコン、ポリエステル等の素材を用いることができる。
【００３０】
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〔外装シート２０の構造〕
　前記外装シート２０は、詳細には図２に示されるように、装着者の腹側に位置する腹側
部２０Ａと、装着者の背側に位置する背側部２０Ｂと、前記腹側部２０Ａと前記背側部２
０Ｂの間であって装着者の股下に位置する股下部２０Ｃとから構成され、前記股下部２０
Ｃの幅方向両側方には装着者の脚周り開口部２１が形成され、この脚周り開口部２１に沿
う二箇所の脚周り部２０Ｄ、２０Ｄを有する構造とされ、全体として擬似砂時計状を成し
ている。
【００３１】
　前記外装シート２０は、上層不織布２２Ａ及び下層不織布２２Ｂとからなる２層構造の
不織布積層シートとされ、前記上層不織布２２Ａと下層不織布２２Ｂとの間に各種弾性部
材が配設され、伸縮性が付与されている。
【００３２】
　以下、具体的に詳述すると、前記外装シート２０の前記股下部２０Ｃ及び脚周り部２０
Ｄ、２０Ｄにおいて、腹側部２０Ａ側の一方の脚周り部２０Ｄから、腹側部２０Ａ側の他
方の脚周り部２０Ｄに亘って、股下部２０Ｃにおいて背側部２０Ｂ側に凸となるように曲
線状に湾曲してなる前側弾性部材２３を備えるとともに、背側部２０Ｂ側の一方の脚周り
部２０Ｄから、腹側部２０Ａ側の他方の脚周り部２０Ｄに亘って、股下部２０Ｃにおいて
腹側部２０Ａ側に凸となるように曲線状に湾曲してなる後側弾性部材２４が配される。
【００３３】
　更に、前側弾性部材２３の凸型形状の曲線の頂点は、後側弾性部材２４の凸型形状の曲
線の頂点よりも背側部２０Ｂ側に位置する。即ち、前側弾性部材２３と後側弾性部材２４
とは、それらの一部が股下部２０Ｃで交差するようになっている。
【００３４】
　前記前側弾性部材群２３，２３…及び後側弾性部材群２４，２４…は、夫々、前記脚周
り開口部２１に隣接する脚周り下側弾性部材群２３Ａ…、２４Ａ…と、前記脚周り下側弾
性部材群２３Ａ…、２４Ａ…の上側（ウエスト開口部側）に位置する脚周り上側弾性部材
群２３Ｂ…、２４Ｂ…とから構成され、前記脚周り下側弾性部材群２３Ａ…、２４Ａ…の
配置間隔が前記脚周り上側弾性部材群２３Ｂ…、２４Ｂ…の配置間隔よりも狭く設定され
ている。具体的には、前記脚周り下側弾性部材群２３Ａ…、２４Ａの配置間隔ＰＩは１～
１２mmとし、前記脚周り上側弾性部材群２３Ｂ…、２４Ｂ…の配置間隔ＰＯは３～２５mm
とするのが望ましく、かつ前記脚周り下側弾性部材群２３Ａ…、２４Ａの配置間隔ＰＩに
対する前記脚周り上側弾性部材群２３Ｂ…、２４Ｂ…の配置間隔ＰＯの比（ＰＩ／ＰＯ）
は１．０～０．２、好ましくは０．８～０．３とするのが望ましい。
【００３５】
　前記前側弾性部材群２３，２３…は、前記脚周り開口部２１とおむつ側縁との交点から
ウエスト開口側に少なくとも２０mm以上の範囲に亘り配設され、前記後側弾性部材群は、
前記脚周り開口部２１とおむつ側縁との交点からウエスト開口側に少なくとも２０mm以上
の範囲に亘り配設されているのが望ましい。これにより、前側では鼠蹊部より下側部分の
フィット性を高めることができ、後側では大腿骨大転子部より下側の太もものフィット性
を高めることが可能となり、安心感のあるトランクスタイプとすることができる。なお、
前記「鼠蹊部」とは、装着者の下腹部のうち、脚に接する部分であって、具体的には大腿
部の付け根部分（脚ぐり）を意味する。「大腿骨大転子」とは、大腿骨頚と大腿骨体との
結合部の上外側にある大きな隆起を意味する。
【００３６】
　一方、ウエスト開口部３０を形成する腰周り部分には、腰周り弾性部材２６，２６…が
配設されている。前記腰周り弾性部材２６，２６…により、腰周り部でおむつ１を好適に
装着者の腰周りに密着させることができる。
【００３７】
　本おむつ１では、前記腹側部２０Ａの前記吸収性本体１０と重なる位置に、腰周り方向
に沿って配された腹側弾性部材を備えることができる。この腹側弾性部材としては、図１
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に示される例では、背側部２０Ｂ側に凸となるように曲線状に湾曲してなる弾性部材２５
，２５…が配置されている。また、図７に示されるように、上下方向に間隔をおいて幅方
向に沿って設けられた多数の腹側弾性部材２７，２７…とすることでもよい。図７に示さ
れる例では背側部においても同様に、上下方向に間隔をおいて幅方向に沿って設けられた
多数の背側弾性部材２８，２８…が設けられている。また、図８に示されるように、腹側
弾性部材として、帯状の弾性部材を用い、外装シート２０の幅方向と平行になるように配
置するようにしてもよい。
【００３８】
　おむつ１の腹側に腹側弾性部材２５、２７、２９が配されることにより、おむつ１の腹
側部２０Ａが装着者の腹部により密着してなることとなり、フィット感を向上させること
ができるのみならず、ウエスト開口部３０からの尿などの体液の漏れをより確実に防止す
ることができる。
【００３９】
　以上に説明したおむつ１によると、装着者の少なくとも鼠踵部から大腿部の範囲に亘っ
て設けられた前記前側弾性部材２３、２３…、後側弾性部材２４、２４…により、装着者
の脚周りが固定されることにより、当該おむつ１が、装着者の縦及び横方向の脚の動きに
容易に追従することとなって、装着者に好適にフィットし、漏れを好適に防止するととも
に、快適な装着感をもたらすことができる。
【００４０】
　前記脚周り上側弾性部材群２３Ｂ…、２４Ｂ…として設けられた前側弾性部材及び後側
弾性部材の伸縮力によって、装着者の鼠蹊部においてトランクス型おむつを適度にフィッ
トさせると同時に、大腿部においては前記脚周り下側弾性部材群２３Ａ…、２４Ａ…によ
りさらに強い力で下側脚周り部を密着させることができることとなって、脚周りからの漏
れをさらに確実に防止することができるようになるとともに、大腿部においてトランクス
型おむつがずり上がることがなくなり、より快適な装着感をもたらすことができる。
【００４１】
　そして、装着者の股下部２０Ｃで前側弾性部材２３，２３…と後側弾性部材２４，２４
…との一部が交差することによって、背側部２０Ｂから腹側部２０Ａ方向に前側弾性部材
２３，２３…による力が加わり、さらに、腹側部２０Ａから背側部２０Ｂ方向に後側弾性
部材２４，２４…による力が加わって、前後方向から略対向する方向に力が加わることと
なる。これにより、おむつ１の股下部２０Ｃでのフィット感を更に向上させることができ
る。
【００４２】
　その上、おむつ１の腹側に腹側弾性部材２５が配されることにより、おむつ１の腹側部
２０Ａが装着者の腹部により密着してなることとなり、フィット感を向上させることがで
きるのみならず、ウエスト開口３０からの尿などの体液の漏れをより確実に防止すること
ができる。前記腹側弾性部材２５が背側部２０Ｂ側に凸となるように曲線状に湾曲してな
ることにより、より確実に腹側部２０Ａを装着者の腹部に密着させることができることと
なって、より高いフィット感をもたらし、体液の漏れを更に防止することができる。
【００４３】
　一方で、吸収性本体１０は防漏シート１２の内面側であって大腿部内側に対応する股間
部位に、吸収性本体のほぼ長手方向に沿って少なくとも２条の股間部弾性部材１７，１７
を備えているため、この股間部弾性部材１７，１７が股間部２０Ｃで吸収体１３を身体に
フィットさせ股間部２０Ｃでのだぶつきを防止するとともに、股間部弾性部材１７，１７
よりも外側部分（吸収体１３及び／又は側部フラップ部分ＳＦ）を大腿部内側に沿わせる
ように密着させるため、股間部での漏れを防止することができる。
【００４４】
〔他の形態例〕
本発明は、上記実施形態１，２及び３に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。例えば、



(9) JP 4606974 B2 2011.1.5

10

20

(1)前側弾性部材２３，２３…、後側弾性部材２４，２４…、腰周り弾性部材２６、２６
…、腹側弾性部材２５，２５…の本数は、図示された本数に限られるものではなく、当該
トランクス型おむつ１のサイズや、腰周りや脚周りの締め付け力等に応じて適宜変更して
も良い。
(2)前側弾性部材２３，２３…及び後側弾性部材２４，２４…、腰周り弾性部材２６，２
６…、腹側弾性部材２５，２５…として糸ゴムを例示したが、これに限られるものではな
く、例えば、平板状のゴムであっても良いし、ゴム以外の弾性部材であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明を適用したおむつ１の組立て要領を示す斜視図である。
【図２】外装シート２０の展開図である。
【図３】おむつ１の製品状態斜視図である。
【図４】吸収性本体１０の平面図である。
【図５】吸収性本体１０の横断面図である。
【図６】股間部弾性部材１７の他の配置態様を示す平面図である。
【図７】腹側弾性部材の他の態様を示す外装シート２０の平面図である。
【図８】腹側弾性部材の他の態様を示すおむつ斜視図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１…おむつ、１０…吸収性本体、１１…透液性表面シート、１２…防漏シート、１３…
吸収体、１４…クレープ紙、１５…サイド不織布、２０…外装シート、２０Ａ…腹側部、
２０Ｂ…背側部、２０Ｃ…股間部、２０Ｄ…脚周り部、２１…脚周り開口部、２２Ａ…上
層不織布、２２Ｂ…下層不織布、２３…前側弾性部材、２４…後側弾性部材、２３Ａ・２
４Ａ…脚周り下側弾性部材、２３Ｂ・２４Ｂ…脚周り上側弾性部材、２５・２７・２９…
腹側弾性部材、３０…ウエスト開口部
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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